
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  

「真実の声」を運営していた元役員（書記）のＰＣを調査した結果、ＪＲ東労組の

顧問ではない外部弁護士から、「3地本が本部を訴える件」などのアドバイスを受

けていたことが分かりました。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ＪＲ東労組 組織部報 
～１２地本の信頼を破壊する者達を許さない～ 

2019/11/18 
 

No. ７ 

外部弁護士が目指すのは JR東労組の破壊なのか? 

の   

仮に委員長などが原告となる場合、原告となる

個人にどのような損害があるのか。 

３地本が原告となると制裁対象にされる可能性が大

きいので個人が原告になるのがいいのではないか。 

本部を訴える場合、役員個人の責

任を問うのか、本部を問うのか？ 

仮処分の原告（前中央執行委員長ら）と

３地本が合流し裁判をやると長引

いてしまうので得策ではない。 弁護士 

弁護士 

法律相談 

法律相談 

・制裁申請の理由を裁判の理由にはできない。何故なら制裁審

査の結果が出ていないから。・長らく組合員権利停止されている

ことによって、慰謝料は請求できる。・・・ 

・慰謝料請求なら、１円でも慰謝料を取れれば勝ちとなる 

３地本が本部を訴える件 

●●さんの個人訴訟について 

ＪＲ東労組に「３地本」

という組織はありません。「３地

本」とはどこかわかりません。 


